
家庭で使った水は、その後どうなるか知っていますか？
使った水をそのまま流してしまうと、悪臭の発生や、川や海の環境が悪くなり、人や生き物の暮
らしに大きな影響を与えてしまいます。
使用後の水をきれいにするために使われているものの1つが浄化槽です。
10月1日の「浄化槽の日」にちなんで、浄化槽に関連する情報をご紹介します。

　現在ご家庭で「くみ取り式便所」や、し尿のみを浄化する「単独処理浄化槽」を利用されているみなさん！家庭内か
らでる生活排水を浄化処理できる「合併処理浄化槽」へ切り替えて、環境浄化に貢献しませんか？
　合併処理浄化槽への切り替えについて、下記の条件を満たす方は補助を受けることができます。
　詳しい内容については、建設部 上下水道課 下水道施設係までお問い合わせください。

【対象者】
　単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽へ切り替えようとする方で、次の条
件をすべて満たす方が対象となります。
　①　処理対象人員10人以下の浄化槽を設置しようとする者
　②　古い浄化槽の撤去及び新しい浄化槽の設置工事のみを行う者
　　（建築確認申請を伴う増改築を行う方は対象外となります）
　③　7年以内に下水道整備が見込まれない地域に居住する者

家庭用の小型浄化槽（単独・合併処理浄化槽）で必要な清掃・点検・検査

※※※　浄化槽設置整備事業補助金　※※※

【補助額】　5人槽　332,000円　　6～7人槽　414,000円　　8～10人槽　548,000円

【受付期間】
令和５年12月28日まで！
※予算がなくなり次第終了とな
　　ります。

【お問い合わせ】 （汲み取り・清掃）環境安全課 ☎098-945-5018
　　　　　　　　 （保守点検・法定検査）南部保健所 環境保全班 ☎098-889-6846

【お問い合わせ】 上下水道課 下水道施設係 ☎098-945-4934

必要なこと

年1回以上の清掃

4か月に1回以上の保守点検

年1回の法定検査

実施機関
西原衛生維持管理社
西原町公共衛生社
（株）オキスイ開発
（有）トップ環境
システム企画（有）
琉球設備工業（株）
（株）エコ・エンジニア工業
（有）沖縄クリーン工業
（公社）沖縄県環境整備協会

電話番号
☎945-3503
☎090-5465-7096
☎945-4010
☎882-8150
☎944-1576
☎945-3613
☎917-1635
☎835-8122
☎835-8833

（家庭用の保守点検業者は、町内に6社あります）
※右記以外の業者については、沖縄県南部保健所
　ホームページをご確認ください。

　浄化槽は、定期的な清掃等が法律で義務付けられています。浄化槽が正常に動かない場合は、水質汚濁
と悪臭の原因となります。
混雑時はすぐに対応できない場合があります。余裕をもって、計画的な清掃、点検、検査にご協力くだ

さい。年末、年度末は特に集中しますのでご注意ください。

合併処理浄化槽への切り替え工事に補助金を交付しています！

知っていますか？ 浄化槽のこと ～10月１日は「浄化槽の日」です～

　これまでの年末調整は、一連の手続きを書面で行っていました。この一連の手続きが電子化されると、従業員は控除
証明書を電子データで受け取り、当該データを電子化に対応した民間ソフトウェアや国税庁が提供する年末調整控除申
告書作成用ソフトウェア（通称「年調ソフト」）にインポートすることで、各種控除申告書をデータ作成しメール等で
勤務先に提出することができるようになります。
※「年調ソフト」・・・国税庁では、控除証明書の電子データの取込から控除申告書のデータ作成に対応した「年調ソフト」を開発し、

各アプリストアや国税庁ホームページで公開しています。

　従業員の方が保険会社等から取得する控除証明書等データについては、保険会社等のウェブサイトから入手する方法
のほか、マイナポータルを通じて一括取得することができます（マイナポータル連携）。詳しくは国税庁ホームページ
の「マイナポータル連携特設ページ」（https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm）
をご覧ください。

■年末調整手続の電子化については、
国税庁ホームページの「年末調整手続の電子化に向けた取組について」
（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm）をご覧ください。

年末調整手続の電子化って何？

電子化のメリットとは？

マイナポータル連携について

従業員のメリット
★控除額等の記入・手計算が不要
★控除証明書等データを紛失しても
　再交付依頼が不要
★勤務先からの問合せが減少

勤務先のメリット（給与担当者）
★保険料控除等の控除額の検算が不要
★控除証明書等のチェック事務が削減
　（従業員が控除証明書等データを利用した場合）
★従業員からの問合せが減少
★年末調整関係書類の保管コストの削減

データ
提　出

◎「マイナンバーカード」の申請を行った方には、約１～２か月後に役場から「マイナンバーカード交付通
知書」（はがき）（転送不要郵便）を送付します。

ご自宅に交付通知書（はがき）が届きましたら、本人が来庁し、受け取りをお願いします。
受け取り可能な時間帯は以下のとおりです。受け取り手続きは、約30分かかります。
平日は混みあうこともありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
■ 平日（予約不要）9：00～ 16：30（11：30～ 13：00を除く）
■ 夜間（要予約）   17日（火）・19（木）17:30 ～ 19:30
■ 休日（要予約）   15日（日）9:00 ～ 13:00 

※夜間・休日等窓口の最新情報については、町役場ホームページもご確認ください。
※マイナンバーカードの受け取りに必要な持ち物（本人確認書類等）は、はがき裏面やホームページにて
ご確認ください。

※病気・障がい、その他やむを得ない理由により、代理受け取りを希望する場合は、要件や必要書類等の
確認がありますので、事前にお電話にてご相談ください。

「マイナンバーカード」の受け取りに関するお知らせ

【お問い合わせ】　町民課　住民年金係　☎098-945-5012

西原町字内間111-2 TEL.882-9155

1件、1件、丁寧な施工を
致します。お見積り無料!! 
お気軽にお電話下さい。

床張替え／クロス貼替え

タイル張替え／アルミ格子、雨戸

水廻り工事（トイレ・浴室・台所）

水道管取替え／石油ボイラー取替え

玄関、勝手口1dayリフォーム

塗装／防水／ひび割れ補修

広報にしはら No.620 R5.10.1 広報にしはら No.620 R5.10.115 14マイナンバーカードのハガキ（交付通知書）が届いたら、早めの受取りを！




